
阿賀野市規則第１３号  

   阿賀野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例施行規則  

 （趣旨） 

第１条 この規則は、阿賀野市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例（平成２７年阿賀野市条例第５３号。以下「番号法条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）及び番号

法条例の例による。 

 （番号法条例別表第１の規則で定める事務） 

第３条 番号法条例別表第１の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる項

番号に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

番号法条例

別表第１の

項番号 

事務 

１ 生活保護法に準じて実施する外国人に対する措置における

保護の実施に関する事務、保護の開始若しくは保護の変更の

申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申

請に対する応答に関する事務、職権による保護の開始又は職

権による保護の変更に関する事務、保護の停止又は廃止に関

する事務、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の

申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申

請に対する応答に関する事務、保護に要する費用の返還に関

する事務及び徴収金の徴収に関する事務 

 （番号法条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第４条 番号法条例別表第２の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる項

番号に応じ、同表の中欄に掲げるとおりとし、番号法条例別表第２の規則で

定める情報は、次の表の中欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げると

おりとする。 



番号法条例

別表第２の

項番号 

事務 情報 

１ 児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）による障害

児通所給付費、特例障害児

通所給付費又は高額障害

児通所給付費の支給の申

請に係る事実についての

審査に関する事務、障害福

祉サービスの提供に関す

る事務及び費用の徴収に

関する事務 

当該事務に係る児童の保護者、

当該保護者と同一の世帯に属す

る者、助産施設における助産の

実施に係る妊産婦（以下「助産

妊産婦」という。）又は当該助産

妊産婦の扶養義務者に係る生活

保護法に準じて実施する外国人

に対する措置に関する保護の実

施、保護の開始又は保護の変更、

職権による保護の開始又は職権

による保護の変更及び保護の停

止又は廃止に関する情報（以下

「外国人生活保護関係情報」と

いう。） 

２ 予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）による実費の

徴収の決定に関する事務 

当該事務に係る予防接種を受け

た者又はその保護者に係る外国

人生活保護関係情報 

３ 身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）によ

る費用の徴収に関する事

務 

当該事務に係る身体障害者又は

当該身体障害者と同一の世帯に

属する者に係る外国人生活保護

関係情報 

４ 生活保護法による保護の

実施に関する事務、保護の

開始又は保護の変更の申

請に係る事実についての

審査に関する事務、職権に

よる保護の開始又は職権

による保護の変更に関す

る事務、保護の停止又は廃

止に関する事務、保護に要

当該事務に係る生活保護法又は

外国人に対する生活保護の措置

における要保護者又は被保護者

であった者に係る外国人生活保

護関係情報 



する費用の返還に関する

事務及び徴収金の徴収に

関する事務 

５ 地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）その他の地方

税に関する法律及びこれ

らの法律に基づく条例に

よる市町村民税の減免に

関する事務、固定資産税の

減免に関する事務及び軽

自動車税の減免に関する

事務 

当該事務に係る納税義務者に係

る外国人生活保護関係情報 

６ 公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）による家賃

若しくは金銭又は敷金の

減免の申請に係る事実に

ついての審査に関する事

務、家賃、敷金又は金銭の

徴収猶予の申請に係る事

実についての審査に関す

る事務、入居の申込みに係

る事実についての審査に

関する事務、事業主体の承

認の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務、

明渡しに係る期限の延長

の申出に係る事実につい

ての審査に関する事務、明

渡しの請求に関する事務

及び条例で定める事項に

関する事務 

当該事務に係る公営住宅の入居

者若しくは同居者又は入居の申

込みをした者若しくはその者と

同居しようとする者に係る外国

人生活保護関係情報 

７ 国民健康保険法施行規則

（昭和３３年厚生省令第

当該事務に係る届出を行う者又

は当該者と同一の世帯に属する



５３号）による届出に係る

事実についての審査に関

する事務 

者に係る外国人生活保護関係情

報 

８ 知的障害者福祉法（昭和３

５年法律第３７号）による

費用の徴収に関する事務 

当該事務に係る知的障害者又は

当該知的障害者と同一の世帯に

属する者に係る外国人生活保護

関係情報 

９ 老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）による福祉

の措置の実施に関する事

務及び費用の徴収に関す

る事務 

当該事務に係る被措置者又は当

該被措置者の扶養義務者に係る

外国人生活保護関係情報 

１０ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第

１２９号）による便宜の供

与の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 

当該事務に係る申請を行う者に

係る外国人生活保護関係情報 

１１ 母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）による費用

の徴収に関する事務 

当該事務に係る未熟児又は当該

未熟児の扶養義務者に係る外国

人生活保護関係情報 

１２ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による支援

給付の支給の実施に関す

る事務、生活保護の開始又

は変更の申請に係る事実

についての審査に関する

事務、生活保護の職権によ

る開始又は職権による変

更に関する事務、生活保護

当該事務に係る中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する

法律の支援給付若しくは中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２７号）

の支援給付の支給を必要とする

状態にある者若しくは支給を受

けていた者（以下「要支援者等」

という。）又は当該要支援者等と



の停止又は廃止に関する

事務、費用の返還に関する

事務及び徴収金の徴収に

関する事務 

同一の世帯に属する者に係る外

国人生活保護関係情報 

１３ 介護保険法（平成９年法律

第１２３号）による負担割

合の判定に関する事務、居

宅介護サービス費等の額

の特定の申請に係る事実

についての審査に関する

事務、高額介護サービス費

又は特定入所者介護サー

ビス費の支給の申請に係

る事実についての審査に

関する事務、介護予防サー

ビス費等の額の特例の申

請に係る事実についての

審査に関する事務、高額介

護予防サービス費又は特

定入所者介護予防サービ

ス費の支給の申請に係る

事実についての審査に関

する事務、保険料滞納者に

係る支払方法の変更を行

う際の特別な事情の確認

に関する事務、保険料滞納

者に係る支払方法の変更

の記載の削除を行う場合

の特別な事情があること

の確認に関する事務、保険

給付の支払の一時差止め

を行う際の特別な事情の

確認に関する事務、第二号

当該事務に係る被保険者に係る

外国人生活保護関係情報 



被保険者の保険給付の一

時差止めを行う際の特別

な事情の確認に関する事

務、第二号被保険者の保険

給付の一時差止めの記載

の削除を行う場合の特別

な事情があることの確認

に関する事務、保険料を徴

収する権利が消滅した場

合の介護給付等の減額を

行う際の特別な事情の確

認に関する事務、保険料を

徴収する権利が消滅した

場合の介護給付等の額の

減額等の記載の削除を行

う場合の特別な事情があ

ることの確認に関する事

務、地域支援事業の実施の

要件に該当するかどうか

の確認に関する事務、介護

予防・日常生活支援総合事

業の負担割合の判定に関

する事務、介護予防・日常

生活支援総合事業に係る

高額介護予防サービス費

相当事業及び高額医療合

算介護予防サービス費相

当事業の申請に係る事実

についての審査に関する

事務、利用料の請求に係る

事務、保険料の賦課に関す

る事務、保険料の減免又は

徴収の猶予の申請に係る



事実についての審査に関

する事務、被保険者証の再

交付の申請に係る事実に

ついての審査に関する事

務、被保険者資格の喪失の

届出に係る事実について

の審査に関する事務及び

施設介護サービス費又は

特定入所者介護サービス

費の支給の申請に係る事

実についての審査に関す

る事務 

１４ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年

法律第１２３号）による自

立支援給付（自立支援医療

費を除く。）の支給の申請

に係る事実についての審

査に関する事務、支給認定

の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務、支

給認定の変更に関する事

務、申請内容の変更の届出

に係る事実についての審

査に関する事務及び申請

内容の変更の届出に係る

事実についての審査に関

する事務 

当該事務に係る障害者若しくは

当該障害者と同一の世帯に属す

る者又は障害児の保護者若しく

は当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る外国人生活保護関

係情報 

１５ 子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よ る 子 ど も の た め の 教

育・保育給付に係る教育・

当該事務に係る児童又は当該児

童と同一世帯に属する者に係る

外国人生活保護関係情報 



保育給付認定に関する事

務、届出に係る事実につい

ての審査に関する事務、教

育・保育給付認定の変更に

関する事務、職権による教

育・保育給付認定の変更に

関する事務及び教育・保育

給付認定の取消しに関す

る事務 

 （番号法条例別表第３の規則で定める事務及び情報） 

第５条 番号法条例別表第３の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる項

番号に応じ、同表の中欄に掲げるとおりとし、番号法条例別表第３の規則で

定める情報は、次の表の中欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げると

おりとする。 

番号法条例

別表第３の

項番号 

事務 情報 

１ 子ども・子育て支援法によ

る子どものための教育・保

育給付に係る教育・保育給

付認定に関する事務、届出

に係る事実についての審

査に関する事務、教育・保

育給付認定の変更に関す

る事務、職権による教育・

保育給付認定の変更に関

する事務及び教育・保育給

付認定の取消しに関する

事務 

当該事務に係る児童、児童の保

護者又は当該児童と同一の世帯

に属する者に係る児童福祉法に

よる障害児通所給付費、特例障

害児通所給付費、高額障害児通

所給付費又は特定入所障害児食

費等給付費の支給に関する情

報、市町村民税に関する情報、

住民票に記載された住民基本台

帳法(昭和４２年法律第８１号)

に規定する事項、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による自立支

援給付の支給に関する情報、生

活保護法により実施する措置に

関する保護の実施、保護の開始



若しくは保護の変更、職権によ

る保護の開始若しくは職権によ

る保護の変更又は保護の停止若

しくは廃止に関する情報、児童

扶養手当法による児童扶養手当

の支給に関する情報、中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給付の支

給の実施、生活保護の開始若し

くは変更、生活保護の職権によ

る開始若しくは職権による変更

又は生活保護の停止若しくは廃

止に関する情報及び外国人生活

保護関係情報 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


